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第１章 計画の見直しについて 

 

１ 計画見直しの背景 

 第２期鉾田市子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法（平成 24 年８

月 22 日法律第 65 号）に基づき、平成 27 年３月に策定した鉾田市子ども・子育て支援

事業計画の次期計画にあたるもので、子育て世代に対するニーズ調査をもとに幼児教

育・保育サービス及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込み（需要量）とそれに対

応する提供体制の確保方策について定めました。 

しかし、0 歳児の保育ニーズの増加など、当初計画の見込みと実態との間に乖離が見

られたことから、計画期間の中間年にあたる令和 4 年度に見直しすることとしました。 

 

２ 計画の位置づけ及び計画期間 

第２期計画は、本市の最上位計画である「鉾田市総合計画」をはじめ、「鉾田市地域

福祉計画」、「鉾田市障害者基本計画・鉾田市障害福祉計画・鉾田市障害児福祉計画」、

「鉾田市健康増進計画・食育推進計画」、「鉾田市男女共同参画計画」等の関連する計画

との整合性を図るとともに、「新・放課後総合プラン」、「子どもの貧困対策推進計画」

の内容も含めて策定しております。 

本計画は、令和２年度から令和６年度までを計画期間としておりますが、計画の見直

しは、令和５年度と令和６年度分について行います。 

 

３ 見直しの方法 

 計画の見直しは、はじめに就学前児童人口の推計値について、令和 4 年度までの実績

値を基に行いました。 

続いて、見直し後の就学前児童人口推計や教育・保育認定の実態を踏まえ、計画との

乖離が見られる量の見込み及び確保方策について、見直しを行いました。 
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第２章 小学校就学前子ども人口の見直しについて 

 

１ 人口推計見直しの背景 

 当初計画では、下表のとおり小学校就学前子どもの人口が推移すると見込んでおりま

したが、実績値も、ほぼ同じ水準で推移しました。 

 しかし、適正な幼児教育・保育の量の見込み及び提供体制を定めるうえでも、人口推

計の見直しが必要であることから、令和４年度までの人口の実績値を基に、令和５年度

及び令和６年度の推計値をあらためて算出することとしました。 

 

○小学校就学前子ども人口の推計値及び実績値（4 月 1 日時点） 

区分 
令和 2 年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

推計値 実績値 推計値 実績値 推計値 実績値 推計値 推計値 

０歳児 225 206 219 214 213 219 207 200 

１歳児 235 237 231 213 225 223 219 213 

２歳児 262 260 240 236 236 225 230 224 

３歳児 313 310 263 259 241 246 237 231 

４歳児 304 301 314 305 264 268 242 238 

５歳児 312 315 304 301 314 308 264 242 

計 1651 1629 1571 1528 1493 1489 1399 1348 

 

 

２ 見直しの方法 

 小学校就学前子ども人口については、住民基本台帳を基にコーホート変化率法を用い

て推計しております。 

 コーホート変化率法とは、人口増減（出生・死亡）や純移動（転入・転出）などの要

因を求めずに、過去における実績人口の動態から変化率を求め、それに基づき将来人口

を推計する方法です。 

 近い過去や将来に特殊な人口変動がない場合に用いることができます。 
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３ 見直し後の人口推計 

 当初計画と同じく人口減少傾向にありますが、減少率は若干緩やかになる見通しです。

一方、０歳児人口は、当初計画より減少することが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和 2 年から令和 4 年度までは実績値 
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第３章 教育・保育の中間見直しについて 

 

１ 教育・保育認定 

 幼稚園や保育所などの教育・保育の利用を希望する子どもについては、下表の３つの

認定区分が設けられており、認定を受けることで教育・保育サービスを受けることがで

きます。 

認定区分 利用時間 施設・事業 

1 号認定子ども 

 満 3 歳以上の小学校就学前の子どもであって、

2 号認定以外の子ども 

教育標準時間 
幼稚園 

認定こども園 

2 号認定子ども 

 満 3 歳以上の小学校就学前の子どもであって、

保護者の労働等の理由により家庭において必要な

保育を受けることが困難である子ども 

保育標準時間 

保育短時間 

保育所 

認定こども園 

3 号認定子ども 

 満 3 歳未満の小学校就学前の子どもであって、

保護者の労働等の理由により家庭において必要な

保育を受けることが困難である子ども 

保育標準時間 

保育短時間 

保育所 

認定こども園 

地域型保育事業 

 

２ 施設の設置状況 

本計画で対象としている施設の設置状況は、下記のとおりです。計画期間中に私立保

育所２施設が幼保連携型認定こども園に移行しました。 

 ① 幼稚園（公立４施設） 

 ② 認可保育所（公立２施設、私立４施設） 

 ③ 認定こども園（私立 2 施設） 

 ④ 地域型保育事業所（０施設） 

⑤ 認可外保育施設（私立１施設） 
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３ 量の見込み及び確保方策の見直し 

 前章における就学前児童の人口推計や教育・保育認定の実績から量の見込みの見直し

を行いました。 

 また、確保方策については、施設の定員等の実態を踏まえて見直しを行っております。 

なお、以下の表にある特定教育・保育施設とは、幼稚園、保育所、認定こども園の総

称となります。 

 

① ０歳児保育（３号認定子ども） 

  当初計画と比べて、令和３年度と令和４年度で量の見込み（認定者数）が大きく増

加したことから、令和５年度以降の量の見込みを増やす見直しを行いました。 

□見直し後（令和２～４年度は実績値） 

区分 
令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和６ 

年度 

量の見込み 69 91 81 75 74 

確
保
方
策 

特定教育･保育施設 91 93 87 87 87 

地域型保育事業 0 0 0 0 0 

認可外保育施設 2 2 2 2 2 

確保方策の合計 93 95 89 89 89 

 

□当初計画 

区分 
令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和６ 

年度 

量の見込み 66 64 62 61 59 

確
保
方
策 

特定教育･保育施設 72 90 91 91 91 

地域型保育事業 1 1 1 1 1 

認可外保育施設 2 2 2 2 2 

確保方策の合計 75 93 94 94 94 
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② １・２歳児保育（３号認定子ども） 

  当初計画と比べて、令和３年度と令和４年度で量の見込み（認定者数）が大きく減

少したことから、令和５年度以降の量の見込みを減らす見直しを行いました。 

□見直し後（令和２～４年度は実績値） 

区分 
令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和６ 

年度 

量の見込み 329 298 321 309 309 

確
保
方
策 

特定教育･保育施設 350 352 375 339 339 

地域型保育事業 0 0 0 0 0 

認可外保育施設 6 6 6 6 6 

確保方策の合計 356 358 381 345 345 

 

□当初計画 

区分 
令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和６ 

年度 

量の見込み 329 327 338 346 336 

確
保
方
策 

特定教育･保育施設 331 340 348 354 349 

地域型保育事業 0 2 2 2 2 

認可外保育施設 10 6 6 6 6 

確保方策の合計 341 348 356 362 357 
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③ ３～５歳児教育（１号認定子ども） 

  当初計画と比べて、量の見込み（認定者数）が減少傾向にあることから、令和５年

度以降の量の見込みを減らす見直しを行いました。 

□見直し後（令和２～４年度は実績値） 

区分 
令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和６ 

年度 

量の見込み 182 157 138 113 95 

確保方策（幼稚園･認定こども園） 280 310 322 322 322 

 

□当初計画 

区分 
令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和６ 

年度 

量の見込み 183 171 146 114 107 

確保方策（幼稚園･認定こども園） 205 235 245 245 245 

※当初計画では、１号認定子どもと２号認定子どもを１つの表で表記しておりましたが、教

育と保育の現状をより把握しやすくするため、教育と保育を分けて表記いたしました。 
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④ ３～５歳児保育（２号認定子ども） 

  当初計画と比べて、量の見込み（認定者数）はほぼ同水準で推移しております。  

３歳児の保育ニーズが高まっていることもあり、令和６年度の量の見込みを増やす見

直しを行いました。 

□見直し後（令和２～４年度は実績値） 

区分 
令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和６ 

年度 

量の見込み 670 655 638 594 579 

確
保
方
策 

特定教育･保育施設 697 681 674 648 648 

認可外保育施設 10 10 10 10 10 

確保方策の合計 707 691 684 658 658 

 

□当初計画 

区分 
令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和６ 

年度 

量の見込み 672 661 632 594 569 

確
保
方
策 

特定教育･保育施設 672 665 646 640 655 

認可外保育施設 10 10 10 10 10 

確保方策の合計 682 675 656 650 655 

※当初計画では、１号認定子どもと２号認定子どもを１つの表で表記しておりましたが、教

育と保育の現状をより把握しやすくするため、教育と保育を分けて表記いたしました。 

 


